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デジタルアーカイブ推進協議会

2000年秋、圏内の公文書館13館でデジタル

アーカイブ事業を実施中だという。そんな驚

くべき調査結果が、本書には載っている。さ

らにデジタルアーカイブ活用事例の 「公文書

館」として、編集当時は実態不明の 「アジア

歴史資料センターJ(英語名称は ]apanCen-

ter for Asian Historical Records. 同セン

ターは2001年11月30日より Web上で資料の

公聞を開始。 http://www.jacar.go.jpj)が紹

介されている。「デジタルアーカイ ブ」の定義

も、探さないと見つからない。技術の陳腐化

が著しい現状下で、「デジタルアーカイブJに

最適なデジタル化技術の標準さえも提唱され

ていない。「白書」と名乗るには不適切、よく

よく割 り切って正体を見極めないと危ない

本。あるいは鑑識眼が必要な本。それが情報

誌『デジタルアーカイブ白書2001.]である。

・本書の価値(1)

1996年 4月に発足した任意団体 Iデジタル

アーカイプ推進協議会J(以下 ]DAAと略す)

では、圏内32館の公文書館に対し、 2000年11

月17日"--30日にアンケー ト調査を実施した。

回答館は Oだったのに「デジタルアーカイブ

事業の実施館」が13となった理由は、委託調

査員が各館のホームページにアクセスし、所

蔵資料や館の紹介目的で資料の画像等を載せ

る館を数えた iweb調査」による。「デジタル

アーカイブ」とは、「歴史的・文化的遺産であ

る仏像、古美術品、古写真 ・古刊本などの図

書館資料、あるいは伝統芸能等を対象素材と
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して、それらの写真撮影(静止画像)や撮影

映像 (動画像)をデジタルスキャナ一等でデ

ジタル化してデジタルデータを作製し、 この

デジタルデータを多数登録(複製)したデー

タベースJ(pp.57)だと、アンケー トの協力依

頼文で説明しているに もかかわらず、 である

(こ のほか坂村健氏による定義がpp.158に

ある)。

]DAAが提唱する 「デジタルアーカイブ」

とは、そんな単純なデジタル画像の作成事業

も含まれるのである。映像を記録したフィル

ムやビデオデープを再利用できる状態にし

て、閲覧や保存を実施する「映像アーカイ ブ」

や、デジタル資料を原本として保存 ・活用し

ようとする、ひと握りの“正しい"デジタル

アーカイブ事業も、もちろん含まれる。 この

ように日本の「デジタルアーカイブJとは、

実に幅の広い事業を守備範囲とする。文化

庁・経済産業省 ・総務省の施策のもとで、地

域の文化と文化財を核とする情報化事業が推

進されている。 2000年末に国内各地で進展中

の地域情報のデジタルライブラリ事業とデジ

タルレプリカ事業、そしてデジタルアーカイ

ブ事業の状況を概観するには、本書は便利な

1冊である。

・構成

本書の構成は以下のとおり。

第一部総論

第二部 わが国の施策

第三部 わが国におけるデジタルアーカ

イブ進展状況

第四部 デジタルアーカイブに伴う技術

の現状

第五部 デジタルアーカイブの活用事例

第六部権利問題と契約

第七部 海外のデジタルアーカイ ブの施

策と現状

資 料 (協議会ガイド、用語解説、索引

など)

本書の半分以上の紙数を費やす第三部で

は、 (1)博物館・美術館、 (2)図書館・公文書館、

(3)自治体 ・推進団体、 (4)マスコ ミ、に対して
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実施したアンケート調査結果を載せる。同じ

第三部には、(5)企業(産業アーカイブ)、(6)フィ

ルムアーカイブ、についても代表事例を紹介

している。

・アンケート集計上の問題点

本書のアンケー ト調査結果を鵜呑みにする

ことの危険性について、もう少し述べよう。

(1)博物館・美術館部門では、アンケート調

査対象館は1，233館。うち回答を得た361館

(29.3%)に、大学生調査員らによる web調

査の690館を加えたものが、本部門の調査結果

である。全国に博物館と名のつく施設は約

6，000とも7，000ともいわれることを考える

と、「博物館・美術館の89.2%がデジタルアー

カイブに関心を持ち、既に557館が着手J(pp. 

13) という総論の見出しには、そのまま飛び

つけまい。

(2)図書館・公文書館部門では、アンケート

調査対象館の総数716館のうち、大学図書館は

622館である。回答372(回収率51.9%)に、

委託調査員による746施設の web調査を加え

た結果をまとめたのだから、当然、大学図書

館への偏重傾向が強い。公共図書館は都道府

県立館と政令指定都市館の大規模館59館だ、け

の限定調査だ(回収率は49.1%)。総論見出し

は「全国で115の図書館がデジタルアーカイプ

を実施J(pp.13)とあるが、こちらも鵜呑みは

危険である。

そして(3)自治体・推進団体部門の場合、 (1)

博物館や(2)図書館で調査対象となっている機

関が重複している例が自につく。アンケート

がそれぞれの部門単位で別個に実施されたせ

いだと思うが、「デジタルアーカイプ推進派の

自治体は70.0%Jも、同一自治体で実施する

同一事業が 2部門に複出した結果の数字とし

て理解する必要がある。

・作成と背景

本書の作成担当は、 ]DAAの調査研究部会

である。]DAAでは、1997年に国内の博物館・

美術館におけるデジタ/レアーカイブの進展状

況についてアンケート調査を実施し、 1999年

に報告書としてまとめている (Web版は本書

とともに ]DAAホームページ http://www.

jdaa.gr.jp/で公開中)。本書も、その報告書と

同じアートプランナー・影山幸一氏のもとで、

大学の研究室等の学生やアルバイトを動員し

て短期間で編まれた本である。調査研究部会

の委員約30名のうち、本書の執筆担当者は推

定で 1~3 名。第三部・第五部・第七部で収

録する事例報告の半数以上は、協議会の非構

成員による寄稿となっている。 ]DAAは、日

本のデジタノレアーカイブ事業について、主体

的に推進・支援する組織でもなく、強力な発

言権をもっ団体ではない。そんな印象を本書

から受けるのは筆者一人だけだろうか。

]DAAが掲げる「デジタルアーカイブ構

想」とは、「有形・無形の文化資産をデジタル

情報の形で記録し、その情報をデータベース

化して保管し、随時閲覧・鑑賞、情報ネット

ワークを利用して情報発信」することだとい

う(JDAAホームページより)。消滅していく

遺跡、喪失していく伝統工芸や芸能、公開さ

れない文化遺産。これら人類共通課題の解決

に向げて、高解像度で記録精度が高く、再現

性に優れたデジタル情報の形で記録し、誰も

が、いつでも、どこからでも自由に閲覧・鑑

賞できるようにする。この背景には、 1995年

2月のG7・世界情報インフラ関係閣僚会議

で、米国ゴア副大統領による GII(世界情報

網)構想の提言をうけて、日欧加に協力が要

請され、「電子美術・博物館の実現」など11項

目の国際共同プロジェクトの推進が合意され

た世界的潮流がある。多くの国でelectronic

libraryとか electronic(art) museumと呼ば

れる取り組みが、日本では「デジタルアーカ

イブJのほか「電子図書館Ji電子美術館Ji電

子博物館Jiデジタノレ00館Jiデジタルミュー

ジアム」等々の名称で多様に実施されている。

また国内の自治体では、「地域情報化Jと「行

政情報化jの2つの側面から情報施策を推進

している。

平方正昭氏や二木麻里氏の言うとおり、デ

ジタル化による「保存jとインターネットに

よる「公開」により、「そこでしか見られないj



制約から解放され、無償で瞬時に姿を現す貴

重な文化財の画像や解説が、国境を越えて、

異文化や相互理解を深める道具として活用さ

れていく取り組みは、人々と情報を「つなぐJ

「いかす」という点で確かに意義深い。各国

のミュージアムやライブラリー関係者のいち

はやい試みと見識に支えられたこの取り組み

が各国へ拡大していった結果、既存の著作権

とともに、文化財や歴史資料をデジタル化す

る権利、「デジタル化権」が注目をされはじめ

た。海外ではビジネスターゲットにされはじ

めているデジタル化権について、不当な獲得

を防止するために文化庁、出版、電機会社な

どがタイアップして発足したのが「デジタル

アーカイブ推進協議会J(JDAA)であるとい

う (r現代用語の基礎知識2000.1より)。つま

り]DAAの独自の役割は、非営利の公共財と

して扱われるべき文化財コンテンツの流通化

等の権利問題を整備することにあるようだ

(その目でみるると、本書第 6部は調査研究

部会委員が執筆している)。

]DAAの平山郁夫会長が理事長をつとめ

る財芸術研究振興財団 (http://www.geiken.

or.jp/)は、協力事業として ]DAAの活動を支

援している。他の関連団体としては、開デジ

タルコンテンツ協会 (DCAJ.http://www.

dcaj.or.jp/財団法人マルチメディアコンテン

ツ振興協会と財団法人新映像産業推進セン

ターが統合し2001年 4月に誕生)があり、経

済産業省の支援のもとで、文化資産以外のデ

ジタルアーカイブ=地域映像アーカイブ制作

や産業アーカイブ事業を主体的に支援・推進

し、こちらも白書を毎年刊行している (2001

年度版は2001年 7月刊『デジタルコンテンツ

白書 2001ブロードバンド時代のリッチコン

テンツ.1)。このほか総務省(旧自治省)には、

ハイビジョン・ミュージアム構想、を引き継ぐ

デジタル・ミュージアム構想の推進団体とし

て 「デジタルミュージアム推進協議会」があ

る(1999年設立、 1999年 6月改称改組。 http://

www.digital-museum.gr.jp/)。
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.1デジタ/レアーカイ ブ」の誕生

「デジタルアーカイブ」は、デジタル文書

館・電子公文書館・デジタル史料館とは全く

異なる次元から生まれた。時には事業や施策

を意味したり、地域振興という経済的効果だ

けで語られることもある和製英語である。

]DAAの関係者が archivesの伝統に無知な

ことは、「公文書館」を「図書館類縁施設」と

扱っていることからも読み取れる (pp.55)。

]DAAの名付け親は、顧問(元副会長)の東

京大学教授・月尾嘉男氏のようだ。 2000年 3

月開催の「第 2回デジタルアーカイブ権利問

題ワークショップ」にて、国際フィルム・アー

カイブ連盟 (FIAF)会員館の岡島尚志氏が

「アーカイブ」の日本語訳を質問したところ、

]DAA事務局員から「アーカイブ」の適切な

日本語訳は無いと回答した場面に筆者は立ち

会ったことがある。コンピュータ用語「アー

カイブ(archive)Jは、複数のファイルを lつ

にまとめたり圧縮したファイルのことをい

う。その由来となったアーカイブの社会的な

役割や機能、さらに内外の公文書館・文書館

サービスの知見に基づく命名であれば、この

ような回答にはなるまい。 ]DAA主催の会議

はNHKでも時々放映されるが、その番組の

テロップでは、「アーカイブ=公的記録の保管

所j という現代語の辞書的な表示で一貫され

ている。「日本では公文書館・文書館と称され

るJ1中国では桔案といわれている」という関

係者の発言は、全く耳にしたことがない。コ

ンビュータ用語「アーカイブ」から思いつき、

デジタルライブラリーやデジタルミュージア

ムよりも目新しさを感じさせる言葉として採

用したのだろう。新しいもの好きといえば、

この本の PR文もく世界初の『デジタルアーカ

イブ白書 2001.1オンデマンドで刊行〉である

(JDAAホームページより)。

本書には「デジタルアーカイブされた資料

は、文化を広く開放するコンテンツとして永

遠性を備えたものとなるJ(pp.51)と載る。し

かし「アーカイブ」の本来的な使命、すなわ

ちデジタル情報の記録・保存の観点から
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]DAAの諸活動を評価すると、活用が主眼で

あり、永続的な記録・保存への関心や重要性

の認識は低いことはすでに指摘されていると

おりである(鈴木卓治ほか 「博物館における

デジタルデータの活用と保存に関する一考

察Jr人文科学とコンビュータシンポジウム予

稿集J2000年12月)。

・本書の価値(2)

本書をながめると、インターネット上には

雨後のタケノコの如く、百花練乱のインター

フェースで、日本語でしか利用できない様々

な情報資源が、そこかしこに蓄積されはじめ

ていることがわかる。あるいは CD-ROM等

に蓄積されはじめている状況もわかる。

一部の地域や組織の中に埋もれがちな情報

資源を万人むけに加工し、活用する取り組み

は非常にありがたい。しかし個々の主体者が

中・長期的視野のもとで相互に連携しなくて

は、税金を投入して行なう各種のデジタル

アーカイブ事業が、あっという聞にかえりみ

られなくな り、死蔵されるだろう。英国のカ

ルチャーオンライン (http://www.cultureon-

line.gov.uk/)のような構想なくしては、せっ

かくのリソースも活用されない。デジタル機

器は、多くの日本人にとって馴染みが薄く、

受入れにくい新しい道具である。そんな機器

を使った新しい情報提供サービスを本気で志

向するならば、ハードとソフトを適切に案内

したり、活用方法を伝導できる人材育成を

セットに考えなければ、質の高い真のサービ

ス提供は実現しまい。ネッ トのためのライブ

ラリアン、レコー ドマネージャー、アーキビ

スト、キュレーター、 エデュケーターが必要

になることも、本書は気づかせてくれる。

また本書は、従来まったく保存対策が手薄

だ、った、フィルムや画像アーカイブ事業も紹

介する。 将来的にこれらの諸団体 とは、 アナ

ログで地域資料や特定分野資料の保存活動と

関わる人々とが、徐々に連携を深めていく必

要があるだろう。

さらに 「デジタルアーカイブ」活用事例 と

して寄稿文を寄せた有識者の問題意識は注目

に値する。実に注意深く言葉を使い分け、不

用意に 「デジタルアーカイ ブ」を連発せず、

]DAAへの警鐘をならしている。以下に一部

を引用する。

東京都写真美術館の平方正昭氏:デジタル

データが再利用に便利だからといって、長い

年月保存されてきたオリジナルを破棄してそ

れに代えるという ことを考える人や組織が、

小数とはいえ存在するということから感じる

のは、デジタルアーカイブ「運動」を進めて

いる研究者や組織、関連省庁などの責任の重

さである (pp.l15)。

東京国立近代美術館フィルムセンターの岡

島尚志氏:一方、デジタル技術は、映画フィ

ルムがほぼ100年間にわたって基本形式を変

えなかったこととは対照的に、保存フォー

マットの陳腐化が速く激しく、モノと しての

データ保管媒体の保存性が未知数であるし、

マイグレーションの技術的保証期聞があまり

にもあいまいである。「先鋭的な保守主義者j

たるべきフ ィルム・アーキビストの選択肢は、

結局、両者の共存状態の維持ということにな

ろう。フィルムの保存自体へのデジタlレ技術

の適用については、今後も代替技術ではなく

追加技術として考えておいたほうがよい (pp.

120)。

電子図書館構想をもっ国立国会図書館関西

館が開館目前の2001年度末の圏内状況は、デ

ジタル情報がオリジナルである web上の各

種情報や電子出版物等の保存や取り組みを考

える場合、「アーカイピングJという用語が使

われはじめた。図書館界の動きと併せて「デ

ジタルアーカイブ」の行く末については、色々

な意味で “これから"注意を払わねばならな

し〉。

毛塚万里・昭和のくらし博物館




